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(57)【要約】
【課題】詳細な検査を行うための動画ファイルを容易に
生成することができる内視鏡装置を提供する。
【解決手段】内視鏡装置１は、挿入部２の先端部２ａに
設けられた撮像素子６により撮像された撮像信号に画像
処理を施し、内視鏡画像を生成する画像処理部１１と、
先端部２ａの重力方向に関する情報を検出する重力方向
検出部７と、重力方向検出部７によって検出された重力
方向に関する情報の信号に所定の信号処理を施し、重力
情報を検出する重力信号処理部１２とを有する。そして
、内視鏡装置１の記録媒体読み書き部１５は、画像処理
部１１で生成された内視鏡画像のデータと、重力信号処
理部１２で検出された重力情報のデータとを１つのＡＶ
Ｉファイル３０に格納し、記録媒体１７に記録する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡挿入部の先端部に設けられた撮像素子により撮像された撮像信号に画像処理を施
し、内視鏡画像を生成する画像処理部と、
　前記先端部の重力方向に関する情報を検出する重力方向検出部と、
　前記重力方向検出部によって検出された前記重力方向に関する情報の信号に所定の信号
処理を施し、重力情報を検出する重力信号処理部と、
　記録媒体が着脱可能であって、前記内視鏡画像のデータと前記重力情報のデータとを１
つの動画ファイルに格納し、前記記録媒体に記録する記録媒体読み書き部と、
を有することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記先端部を被検体に挿入した挿入長に関する情報を検出する挿入長検出部と、
　前記挿入長検出部によって検出された前記挿入長に関する情報に所定の信号処理を施し
、挿入長情報を検出する挿入長信号処理部と、
をさらに備え、
　前記記録媒体読み書き部は、前記挿入長情報のデータを前記動画ファイルに格納するこ
とを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記記録媒体読み書き部は、前記重力情報及び前記挿入長情報のデータが前記動画ファ
イルに格納されているか否かを示すフラグ情報を、前記動画ファイルのヘッダ部に格納す
ることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記動画ファイルは、ＡＶＩファイル又はＭＯＶファイルであることを特徴とする請求
項１から請求項３のいずれか１つに記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　記録媒体が着脱可能であって、前記記録媒体に記録された動画ファイルを読み出す記録
媒体読み書き部と、
　前記動画ファイルに含まれる重力情報のデータから内視鏡挿入部の先端部の重力方向を
示すインジケータを生成するグラフィック生成部と、
　前記動画ファイルに含まれる内視鏡画像のデータと、前記グラフィック生成部で生成さ
れた前記重力方向を示すインジケータとを合成した合成画像を表示部に表示させる画像合
成部と、
を備えたことを特徴とする再生装置。
【請求項６】
　前記グラフィック生成部は、前記動画ファイルに含まれる挿入長のデータから前記先端
部の挿入長を示すインジケータを生成し、
　前記画像合成部は、前記内視鏡画像のデータと、前記重力方向を示すインジケータと、
前記先端部の挿入長を示すインジケータとを合成した合成画像を前記表示部に表示させる
ことを特徴とする請求項５に記載の再生装置。
【請求項７】
　前記動画ファイルは、前記重力情報及び前記挿入長情報のデータが格納されているか否
かを示すフラグ情報が格納されたヘッダ部を有し、
　前記ヘッダ部に格納された前記フラグ情報に応じて、前記内視鏡画像または前記合成画
像を前記表示部に表示させるように制御する制御部を有することを特徴とする請求項６に
記載の再生装置。
【請求項８】
　記録媒体に記録された動画ファイルを読み出し、
　前記動画ファイルに含まれる重力情報のデータから内視鏡挿入部の先端部の重力方向を
示すインジケータを生成し、
　前記動画ファイルに含まれる内視鏡画像のデータと、前記生成された前記重力方向を示
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すインジケータとを合成した合成画像を表示部に表示させることを特徴とする表示方法
【請求項９】
　前記動画ファイルに含まれる挿入長のデータから前記先端部の挿入長を示すインジケー
タを生成し、
　前記内視鏡画像のデータと、前記重力方向を示すインジケータと、前記先端部の挿入長
を示すインジケータとを合成した合成画像を前記表示部に表示させることを特徴とする請
求項８に記載の表示方法。
【請求項１０】
　前記動画ファイルは、前記重力情報及び前記挿入長情報のデータが格納されているか否
かを示すフラグ情報が格納されたヘッダ部を有し、
　前記ヘッダ部に格納された前記フラグ情報に応じて、前記内視鏡画像または前記合成画
像を前記表示部に表示させるように制御することを特徴とする請求項９に記載の表示方法
。
【請求項１１】
　ヘッダ部と、単位時間毎に区切られた複数のストリームデータ領域とからなる記録媒体
に記録された動画ファイルのデータ構造であって、
　前記ヘッダ部は、内視鏡挿入部の先端部の重力方向に関する情報から生成された重力情
報のデータ及び前記先端部を被検体に挿入した挿入長に関する情報から生成された挿入長
情報のデータが格納されているか否かを示すフラグ情報を格納し、
　前記複数のストリームデータ領域のそれぞれは、前記先端部に設けられた撮像素子で撮
像された撮像信号から生成された内視鏡画像のデータを格納する画像格納領域と、前記内
視鏡画像データに対応付けられた前記重力情報及び前記挿入長情報のデータを格納する情
報格納領域と、
を備えたことを特徴とする動画ファイルのデータ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置、再生装置、表示方法及びデータ構造に関し、特に、内視鏡画像
及び重力情報を検出することができる内視鏡装置、再生装置、表示方法及びデータ構造に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡装置は、観察対象に挿入部を挿入して観察画像を得る内視鏡と、この観察
画像を表示する表示手段を備えて構成したものが一般的に使用されている。
【０００３】
　この種の内視鏡装置では、内視鏡の挿入部を観察部位に挿入すると同時に、モニタ等の
表示手段に表示される観察画像、即ち、内視鏡画像を観察しながら、検査を行うことが可
能であるため、検査者にとっては検査が違和感なく行え、かつ所望の観察画像を確実にモ
ニタ等に表示して認識することができる。
【０００４】
　また、近年、パイプ等の観察対象の内部の検査を容易に行うために、例えば、３０メー
トル等の長尺な挿入部を有する内視鏡装置が使用されている。
【０００５】
　しかしながら、長尺な挿入部を有する内視鏡装置は、検査者が長尺な挿入部をパイプ等
の観察対象の内部に挿入していくと、挿入部の先端部が回転し、モニタ上に表示される内
視鏡画像の向きが回転して上下方向、即ち、重力方向が分からなくなるという問題がある
。
【０００６】
　このような問題に対して、例えば、挿入部の先端に重力センサを設け、重力センサから
の重力方向の検出結果を内視鏡画像に重畳させることによって、モニタに表示される観察
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画像の重力方向を検査者に告知する内視鏡装置が提案されている（例えば、特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－２６３０５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、実際の検査において、検査者は、検査現場で簡易的な検査のみを行い、
撮像された内視鏡画像を動画ファイル等に記録し、記録した動画ファイルを検査現場以外
、例えば、会社等に持ち帰り、その動画ファイルを再生することで詳細な検査を実施する
ことがある。
【０００９】
　この場合、上述した内視鏡装置では、検査者が検査現場での簡易的な検査時に内視鏡画
像の重力方向に関する情報を得ることができても、詳細な検査を実施する際に重力方向に
関する情報を得ることができないという問題がある。
【００１０】
　そこで、本発明は、詳細な検査を行うための動画ファイルを容易に生成することができ
る内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、内視鏡挿入部の先端部に設けられた撮像素子により撮像され
た撮像信号に画像処理を施し、内視鏡画像を生成する画像処理部と、前記先端部の重力方
向に関する情報を検出する重力方向検出部と、前記重力方向検出部によって検出された前
記重力方向に関する情報の信号に所定の信号処理を施し、重力情報を検出する重力信号処
理部と、記録媒体が着脱可能であって、前記内視鏡画像のデータと前記重力情報のデータ
とを１つの動画ファイルに格納し、前記記録媒体に記録する記録媒体読み書き部と、を有
することを特徴とする内視鏡装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の内視鏡装置によれば、詳細な検査を行うための動画ファイルを容易に生成する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施の形態に係る内視鏡装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】第１の実施の形態に係る内視鏡装置の全体構成を示すブロック図である。
【図３】重力情報が表示された表示画面の例を示す図である。
【図４】ＡＶＩファイルの構造の例を説明するための図である。
【図５】ＡＶＩファイルを再生する再生装置の構成の例を示すブロック図である。
【図６】検査者が作成する検査レポートの例を示す図である。
【図７】動画記録処理の流れの例を説明するためのフローチャートである。
【図８】動画再生処理の流れの例を説明するためのフローチャートである。
【図９】第２の実施の形態に係る内視鏡装置の全体構成を示すブロック図である。
【図１０】重力情報及び挿入長情報が表示された表示画面の例を示す図である。
【図１１】先端部の重力方向と挿入長との関係について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
（第１の実施の形態）
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【００１５】
　まず、図１及び図２に基づき、第１の実施の形態に係る内視鏡装置の構成について説明
する。
【００１６】
　図１は、第１の実施の形態に係る内視鏡装置の全体構成を示す斜視図であり、図２は、
第１の実施の形態に係る内視鏡装置の全体構成を示すブロック図である。
【００１７】
　図１に示すように、本実施の形態の内視鏡装置１は、先端部２ａを有する長尺な挿入部
２と、回動自在に配設され挿入部２を巻回収納する回動部であるドラム部３ａ及びドラム
部３ａが回動自在に接続される箱状の固定部３ｂを有する本体部３と、この本体部３の上
部に配設され起伏自在な表示装置４と、後述する録画操作等を行うための操作部５とを有
して構成されている。
【００１８】
　検査者は、内視鏡挿入部としての挿入部２をパイプ等の検査対象に挿入し、図２に示す
表示装置４の表示部４ａ上に表示される内視鏡画像を確認しながら、所望の検査部位にア
クセスし、内視鏡画像による検査及び診断作業を行う。
【００１９】
　図２に示すように、先端部２ａは、被写体像を光電変換し撮像信号を生成するＣＣＤ等
の撮像素子６を備える。また、挿入部２は、先端部２ａの基端付近に、先端部２ａの重力
方向に関する情報を検出する重力方向検出部７を備える。
【００２０】
　重力方向検出部７は、例えば、重力センサであり、検出した先端部２ａの重力方向に関
する情報に応じた信号、即ち、先端部２ａの重力方向に関する情報信号を本体部３に出力
する。
【００２１】
　本体部３は、画像処理部１１と、重力信号処理部１２と、グラフィック生成部１３と、
画像合成部１４と、記録媒体読み書き部１５と、メイン制御部１６とを備えて構成されて
いる。
【００２２】
　画像処理部１１には、挿入部２の先端部２ａに内蔵されている撮像素子６から出力され
た撮像信号が入力される。画像処理部１１は、この撮像信号に対し、例えば、ガンマ補正
処理、エッジ強調処理及びデジタルズーム処理等の画像処理を施し、内視鏡画像を生成す
る。画像処理部１１は、この生成した内視鏡画像を画像合成部１４に供給する。
【００２３】
　重力信号処理部１２には、重力方向検出部７から出力された先端部２ａの重力方向に関
する情報信号が入力される。重力信号処理部１２は、この情報信号に対し、例えば鉛直下
方向からの傾斜角度等の重力情報に変換し、変換した重力情報をメイン制御部１６に供給
する。
【００２４】
　この重力情報は、メイン制御部１６からグラフィック生成部１３に供給される。グラフ
ィック生成部１３は、メイン制御部１６から供給された重力情報に基づいて、重力方向を
示すインジケータを生成し、生成したインジケータを画像合成部１４に供給する。
【００２５】
　画像合成部１４は、画像処理部１１から供給された内視鏡画像と、グラフィック生成部
１３から供給されたインジケータとを１枚の映像データとして合成し、合成した合成画像
を表示装置４に出力する。これにより、表示装置４の表示部４ａに合成画像が表示される
。
【００２６】
　また、この画像合成部１４は、メイン制御部１６による制御に応じて、内視鏡画像を表
示装置４の表示部４ａに単独で表示するための処理を行うことも可能である。そのため、
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表示装置４の表示部４ａには、内視鏡画像、あるいは内視鏡画像とインジケータとの合成
画像等が表示される。
【００２７】
　記録媒体読み書き部１５は、例えば、フラッシュメモリカード等の記録媒体１７が着脱
自在に接続されるようになっている。記録媒体読み書き部１５に記録媒体１７が装着され
た状態において、検査者が操作部５を操作して記録操作を指示すると、記録媒体読み書き
部１５は、メイン制御部１６からの制御に従って、画像合成部１４に供給される内視鏡画
像のデータ及び重力情報のデータを読み出し、記録媒体１７に供給して記録する。このよ
うな記録処理において、記録媒体読み書き部１５は、内視鏡画像のデータ及び重力情報の
データを１つの動画ファイル、例えば、ＡＶＩファイルとして記録媒体１７に記録する。
【００２８】
　また、記録媒体読み書き部１５は、メイン制御部１６による制御に従って、記録媒体１
７に記録されている内視鏡画像のデータ及び重力情報のデータを読み出すことができる。
このとき、記録媒体読み書き部１５は、内視鏡画像のデータを画像合成部１４に供給し、
重力情報のデータをメイン制御部１６に供給する。メイン制御部１６に供給された重力情
報のデータは、グラフィック生成部１３に供給され、重力方向を示すインジケータが生成
される。この重力方向を示すインジケータは、画像合成部１４に供給され、内視鏡画像と
インジケータとを合成した合成画像が生成される。これにより、表示装置４の表示部４ａ
に合成画像が表示される。
【００２９】
　操作部５には、先端部２ａの湾曲操作及び上述した記録媒体１７への記録操作等を行う
ための図示しない操作スイッチ等が設けられており、検査者は、操作部５の操作スイッチ
を操作し、湾曲操作及び記録操作等の所望の操作を行う。操作部５は、検査者の操作に応
じた操作信号をメイン制御部１６に供給する。
【００３０】
　メイン制御部１６は、操作部５からの操作信号に応じた処理を行うように各回路部等を
制御し、内視鏡装置１全体の動作制御を行う。
【００３１】
　ここで、表示装置４の表示部４ａに表示される表示画面について説明する。
【００３２】
　図３は、重力情報が表示された表示画面の例を示す図である。図３（ａ）～図３（ｃ）
において、被写体を「Ａ」という文字で例示している。また、図３（ａ）～図３（ｃ）に
おいて、矢印２１ａ～２１ｃは、重力方向検出部７で検出された重力方向を示している。
【００３３】
　図３（ａ）の矢印２１ａに示すように、重力方向検出部７で検出された重力方向が図３
（ａ）に向かって下方向の場合、グラフィック生成部１３によって、重力方向が下方向を
示すインジケータ２２ａが生成される。そして、画像合成部１４によって、インジケータ
２２ａが内視鏡画像の下側に合成され、表示装置４の表示部４ａに表示される。
【００３４】
　また、図３（ｂ）の矢印２１ｂに示すように、重力方向検出部７で検出された重力方向
が図３（ｂ）に向かって右方向の場合、グラフィック生成部１３によって、重力方向が右
方向を示すインジケータ２２ｂが生成される。そして、画像合成部１４によって、インジ
ケータ２２ｂが内視鏡画像の右側に合成され、表示装置４の表示部４ａに表示される。
【００３５】
　また、図３（ｃ）の矢印２１ｃに示すように、重力方向検出部７で検出された重力方向
が図３（ｃ）に向かって左斜め上方向の場合、グラフィック生成部１３によって、重力方
向が左斜め上方向を示すインジケータ２２ｃが生成される。そして、画像合成部１４によ
って、インジケータ２２ｃが内視鏡画像の左斜め上側に合成され、表示装置４の表示部４
ａに表示される。
【００３６】
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　次に、記録媒体１７に記録されるＡＶＩファイルの構造について説明する。
【００３７】
　図４は、ＡＶＩファイルの構造の例を説明するための図である。
【００３８】
　図４に示すように、ＡＶＩファイル３０は、ＲＩＦＦ（Resource Interchange File Fo
rmat）というフォーマットであり、ファイルの先頭から順に、ＬＩＳＴ“ｈｄｒｌ”で示
すヘッダ部３１と、ＪＵＮＫで示すダミーチャンク３２と、ＬＩＳＴ“ｍｏｖｉ”で示す
ストリームデータ部３３と、ｉｄｘ１で示すインデックス３４とを有した構造となってい
る。
【００３９】
　このヘッダ部３１は、Ａｖｉｈで示すＡＶＩメインヘッダ３５と、ＬＩＳＴ“ｓｔｒｌ
”で示すビデオデータ用のストリームリスト３６と、ＬＩＳＴ“ｓｔｒｌ”で示すオーデ
ィオデータ用のストリームリスト３７とを有した構造となっている。
【００４０】
　このオーディオデータ用のストリームリスト３７は、ｓｔｒｈで示すＡＶＩストリーム
ヘッダ３８と、ｓｔｒｆで示すストリームフォーマット３９、ｓｔｒｎで示すオプション
データ４０とを有した構造となっている。
【００４１】
　本実施の形態では、ヘッダ部３１のオプションデータ４０のオプションデータ内容に付
加情報フラグが追加されている。付加情報フラグこの付加情報フラグは、ＡＶＩファイル
３０に重力情報のデータが格納されているか否かを示すフラグである。ＡＶＩファイル３
０に重力情報のデータが格納されていない場合、付加情報フラグのフラグ情報は０に設定
され、ＡＶＩファイル３０に重力情報のデータが格納されている場合、付加情報フラグの
フラグ情報は１に設定される。この付加情報フラグのフラグ情報の設定は、メイン制御部
１６の制御に応じて、記録媒体読み書き部１５が設定する。
【００４２】
　また、ストリームデータ部３３は、単位時間毎に区切られた複数、ここでは２つのスト
リームデータ３３ａ及び３３ｂを有した構造となっている。なお、図４では、２つのスト
リームデータ３３ａ及び３３ｂのみを記載しているが、動画像の撮影時間に応じたストリ
ームデータがストリームデータ部３３に格納される。即ち、ＡＶＩファイル３０に６０秒
の動画像を記録する場合、ストリームデータ部３３は、６０個のストリームデータを有す
ることになる。なお、各ストリームデータの構成は同一のため、以下では、ストリームデ
ータ３３ａの構成を例に説明する。
【００４３】
　ストリームデータ領域としてのストリームデータ３３ａは、画像格納領域としての３０
個の画像ストリーム４１ａと、１つの音声ストリーム４２ａとにより構成され、さらに、
重力情報を付加する場合、情報格納領域としての情報ストリーム４３ａの領域が確保され
る。そして、重力情報を付加する場合、この情報ストリーム４３ａの領域に重力情報のデ
ータが格納される。この画像ストリーム４１ａには、内視鏡画像のデータが格納され、音
声ストリーム４２ａには、その内視鏡画像のデータに対応付けられた音声情報のデータが
格納され、情報ストリーム４３ａには、その内視鏡画像のデータに対応付けられた重力情
報のデータが格納される。
【００４４】
　なお、単位時間あたりのストリームデータ３３ａには、３０個の画像ストリーム４１ａ
が格納されている、即ち、フレームレートが３０となっているが、フレームレートは３０
に限定されることなく、例えば、２４であってもよい。
【００４５】
　また、音声記録を行なわない場合、音声ストリーム４２ａの領域を設けないようにして
もよい。または、音声ストリーム４２ａの領域に重力情報を格納し、情報ストリーム４３
ａを設けないようにしてもよい。これにより、ＡＶＩファイル３０のファイルサイズを小
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さくすることができる。
【００４６】
　また、ストリームデータ３３ａに１つの情報ストリーム４３ａを設けているが、２つ以
上の情報ストリームを設けてもよい。例えば、単位時間あたりのストリームデータ３３ａ
に３０個の画像ストリーム４１ａのそれぞれに対応する３０個の情報ストリームを設ける
。そして、３０個の情報ストリームの領域のそれぞれに、３０個の画像ストリーム４１ａ
に対応する重力情報を格納する。これにより、３０個のフレームデータに対応した３０個
の重力情報が表示されるため、正確な重力情報を表示することができる。
【００４７】
　また、本実施の形態では、１つのＡＶＩファイル３０に内視鏡画像及び重力方向のデー
タを格納して保存している。例えば、動画ファイルが大量にある場合、内視鏡画像のデー
タと、重力方向のデータとを別のファイルに保存していると、ファイルのコピー及び移動
等が煩わしい。また、動画ファイルが大量にある場合、内視鏡画像のデータと、重力方向
のデータとを別のファイルに保存していると、ファイルのコピー及び移動等の漏れが発生
することがある。即ち、内視鏡画像のデータのファイルと、重力方向のデータのファイル
とのいずれか一方にコピー漏れ等があると、詳細な検査ができなくなる。これに対し、本
実施の形態では、１つのＡＶＩファイル３０に内視鏡画像及び重力方向のデータを記録す
るので、ファイルのコピー漏れ等の発生を防ぐことができ、ファイルの管理が容易になる
。
【００４８】
　なお、動画ファイルの形式は、ＡＶＩファイル３０に限定されることなく、ＭＯＶファ
イル等であってもよい。ＭＯＶファイルは、トラック単位で構成されており、動画、音声
に加え、テキストトラック、チャプタトラック等を含むことできる。例えば、このテキス
トトラックまたはチャプタトラックに重力情報のデータを記録することができる。
【００４９】
　このような記録媒体１７に記録されたＡＶＩファイル３０は、上述したように、内視鏡
装置１で再生することも可能であるが、検査者が記録媒体１７を会社等に持ち帰り、詳細
な検査を行う場合、重量のある内視鏡装置１も持ち運ぶことは面倒である。そこで、検査
者は、記録媒体１７のみを会社等に持ち帰り、記録媒体１７に記録されたＡＶＩファイル
３０を図５に示す再生装置で再生し、詳細な検査を行うとともに、詳細な検査結果に応じ
た検査レポートを作成することができる。
【００５０】
　図５は、ＡＶＩファイルを再生する再生装置の構成の例を示すブロック図である。
【００５１】
　再生装置１００は、例えば、パーソナルコンピュータであり、本体部１０１と、ＬＣＤ
等の表示部１０２ａを備えた表示装置１０２と、キーボートあるいはマウス等の各種操作
を行うための操作部１０３とを有して構成されている。
【００５２】
　本体部１０１は、記録媒体読み書き部１１１と、メイン制御部１１２と、グラフィック
生成部１１３と、画像合成部１１４と有して構成されている。
【００５３】
　検査者が操作部１０３を用いて再生処理を指示すると、その操作信号がメイン制御部１
１２に供給される。メイン制御部１１２は、この操作信号に応じて記録媒体読み書き部１
１１にＡＶＩファイル３０に記録されているデータの読み出しを指示する。記録媒体読み
書き部１１１は、メイン制御部１１２の制御により、装着された記録媒体１７に記録され
ているＡＶＩファイル３０を読み出す。
【００５４】
　メイン制御部１１２は、読み出されたＡＶＩファイル３０のヘッダ部３１に格納されて
いる付加情報フラグを検出する。メイン制御部１１２は、検出した付加情報フラグが０の
場合、通常の動画再生、ここでは、画像及び音声の再生を行う。
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【００５５】
　また、メイン制御部１１２は、検出した付加情報フラグが１の場合、付加情報、ここで
は、重力方向を追加した動画再生を行う。重力方向を追加した動画再生を行う場合、記録
媒体読み書き部１１１は、内視鏡画像のデータを画像合成部１１４に供給し、重力情報の
データをメイン制御部１１２に供給する。メイン制御部１１２は、供給された重力情報の
データをグラフィック生成部１１３に供給する。グラフィック生成部１１３は、供給され
た重力情報のデータに基づいて、先端部２ａの重力方向を示すインジケータを生成し、画
像合成部１１４に出力する。
【００５６】
　画像合成部１１４は、内視鏡画像のデータに重力方向を示すインジケータを合成し、表
示装置１０２に出力する。これにより、検査者は、検査現場から動画像データを持ち帰っ
た後、動画データを再生し、詳細な検査を行うことができる。即ち、表示装置１０２の表
示部１０２ａには、図３（ａ）～図３（ｃ）に示すような重力情報が表示された内視鏡画
像が表示される。このように、検査者は、記録媒体１７に記録されたＡＶＩファイル３０
を再生装置１００で再生し、表示装置１０２の表示部１０２ａに表示される内視鏡画像を
確認しながら、重力情報を含む検査レポートを作成することができる。
【００５７】
　図６は、検査者が作成する検査レポートの例を示す図である。
【００５８】
　検査レポート５０は、画像記録エリア５１と、検査条件入力エリア５２とを有して構成
されている。検査者は、再生装置１００を用いて、記録媒体１７に記録されたＡＶＩファ
イル３０を再生し、詳細な検査を行った結果、被検体に傷等を発見した場合、そのときの
内視鏡画像を画像記録エリア５１に貼り付ける。
【００５９】
　検査条件入力エリア５２には、検査条件として、検査日、検査者、撮影環境、判定の項
目欄が設けられている。検査者は、被検体に傷等を発見した際の検査条件を対応する項目
欄に記載するとともに、重力情報、即ち、被検体に傷等を発見した際に内視鏡画像に重畳
されているインジケータを確認し、撮影環境の項目欄の１つとして重力方向を記載する。
検査者は、被検体に傷等を発見した際に、例えば、図３（ｃ）に示すインジケータ２２ｃ
を確認した場合、重力方向として左斜め上方向を示す矢印５３を検査レポート５０に記載
する。なお、重力方向の記載は、矢印に限定されることなく、文字等により記載してもよ
い。
【００６０】
　ここで、内視鏡装置１を用いた動画記録処理について説明する。
【００６１】
　図７は、動画記録処理の流れの例を説明するためのフローチャートである。
【００６２】
　まず、検査者が操作部５を用いて内視鏡装置１に動画記録処理を指示すると、重力セン
サ、ここでは、重力方向検出部７が接続されているか否かが判定される（ステップＳ１）
。重力センサが接続されていないと判定された場合、ＮＯとなり、付加情報フラグに０が
セットされる（ステップＳ２）。一方、重力センサが接続されていると判定された場合、
ＹＥＳとなり、付加情報フラグに１がセットされ（ステップＳ３）、情報ストリームの領
域が確保され、重力情報が格納される（ステップＳ４）。なお、上述したように、音声記
録を行なわない場合、音声ストリームの領域に重力情報を記録してもよい。
【００６３】
　次に、ステップＳ２またはステップＳ４の処理が実行されると、音声記録を行うか否か
が判定される（ステップＳ５）。音声記録を行うと判定された場合、ＹＥＳとなり、音声
ストリームの領域に音声情報が格納され（ステップＳ６）、動画記録処理を終了する。一
方、音声記録を行わないと判定された場合、ＮＯとなり、動画記録処理を終了する。
【００６４】
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　次に、再生装置１００を用いた動画再生処理について説明する。
【００６５】
　図８は、動画再生処理の流れの例を説明するためのフローチャートである。
【００６６】
　まず、検査者が操作部１０３を用いて再生装置１００に動画再生処理を指示すると、記
録媒体１７からＡＶＩファイル３０が読み出され、ＡＶＩファイル３０内の付加情報フラ
グが１か否かが判定される（ステップＳ１１）。付加情報フラグが１でないと判定された
場合、ＮＯとなり、付加情報なし動画再生を行い（ステップＳ１２）、動画再生処理を終
了する。一方、付加情報フラグが１と判定された場合、ＹＥＳとなり、付加情報あり動画
再生を行い（ステップＳ１３）、動画再生処理を終了する。このステップＳ１３の付加情
報あり動画再生では、例えば、図３（ａ）の重力方向を示すインジケータ２２ａが生成さ
れ、内視鏡画像に合成された後、表示部１０２に表示される。
【００６７】
　以上のように、内視鏡装置１は、ＡＶＩファイル３０のストリームデータ部３３に情報
ストリーム４３ａの領域を付加し、重力方向検出部７で検出された重力情報を情報ストリ
ーム４３ａの領域に格納するようにした。この結果、検査者が再生装置１００を用いて詳
細な検査を行う際に、動画像に重力方向が表示されることになる。
【００６８】
　よって、本実施の形態の内視鏡装置によれば、詳細な検査を行うための動画ファイルを
容易に生成することができる。
【００６９】
　また、記録された動画ファイルから重力方向に関する情報の取得が可能となるため、動
画再生処理時に、例えば、重力方向が常に下方向になるように内視鏡画像を回転処理する
等、任意の角度で画像を再生することができる。
（第２の実施の形態）
【００７０】
　次に、第２の実施の形態について説明する。
【００７１】
　検査者が第１の実施の形態のＡＶＩファイル３０を用いて詳細な検査を行い、被検体に
傷等を発見した場合、被検体に対して再検査を行うことがある。この場合、重力方向に関
する情報だけでは、被検体に対してどのくらい挿入部２を挿入したのか分からないため、
再検査をする際に同じ場所、即ち、傷等があった場所に再到達ができないことがある。
【００７２】
　そこで、本実施の形態では、重力方向に関する情報に加え、挿入部２の挿入長に関する
情報をＡＶＩファイル３０に記録する内視鏡装置について説明する
【００７３】
　図９は、第２の実施の形態に係る内視鏡装置の全体構成を示すブロック図である。なお
、図９において、図２と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。
【００７４】
　図９に示すように、内視鏡装置１ａは、図２の内視鏡装置１の挿入部２の根元に、挿入
長検出部１９を備えた根元部１８が付加されるともに、本体部３に挿入長信号処理部２０
が付加されて構成されている。
【００７５】
　挿入長検出部１９は、先端部２ａの挿入長に関する情報を検出し、検出した先端部２ａ
の挿入長に関する情報信号を挿入長信号処理部２０に出力する。
【００７６】
　挿入長信号処理部２０は、挿入長検出部１９から出力された先端部２ａの挿入長に関す
る情報信号が入力されると、この情報信号に対し、先端部２ａと本体部３との距離等の挿
入長情報に変換し、変換した挿入長情報をメイン制御部１６に供給する。
【００７７】
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　グラフィック生成部１３は、メイン制御部１６から挿入長情報が入力されると、挿入長
を示すインジケータを生成し、生成した挿入長を示すインジケータを画像合成部１４に供
給する。また、グラフィック生成部１３は、第１の実施の形態で説明したように、重力方
向を示すインジケータを画像合成部１４に供給する。
【００７８】
　画像合成部１４は、画像処理部１１から供給された内視鏡画像と、グラフィック生成部
１３から供給された重力方向及び挿入長を示すインジケータとを１枚の映像データとして
合成し、合成した合成画像を表示装置４に出力する。これにより、表示装置４の表示部４
ａに合成画像が表示される。
【００７９】
　また、この画像合成部１４は、メイン制御部１６による制御に応じて、内視鏡画像を表
示装置４の表示部４ａに単独で表示する、あるいは、内視鏡画像と挿入長を示すインジケ
ータとを表示するための処理を行うことも可能である。
【００８０】
　図１０は、重力情報及び挿入長情報が表示された表示画面の例を示す図である。なお、
図１０（ａ）～図１０（ｃ）において、それぞれ図３（ａ）～図３（ｃ）と同様の構成に
ついては同一の符号を付して説明を省略する。
【００８１】
　図１０（ａ）に示すように、挿入長検出部１９で検出された挿入長が「aaaaa」の場合
、グラフィック生成部１３によって、挿入長を示すインジケータ２３ａが生成される。そ
して、画像合成部１４によって、インジケータ２３ａが内視鏡画像の右下側に合成され、
表示装置４の表示部４ａに表示される。
【００８２】
　同様に、図１０（ｂ）に示すように、挿入長検出部１９で検出された挿入長が「bbbbb
」の場合、グラフィック生成部１３によって、挿入長を示すインジケータ２３ｂが生成さ
れる。そして、画像合成部１４によって、インジケータ２３ｂが内視鏡画像の右下側に合
成され、表示装置４の表示部４ａに表示される。
【００８３】
　また、図１０（ｃ）に示すように、挿入長検出部１９で検出された挿入長が「ccccc」
の場合、グラフィック生成部１３によって、挿入長を示すインジケータ２３ｃが生成され
る。そして、画像合成部１４によって、インジケータ２３ｃが内視鏡画像の右下側に合成
され、表示装置４の表示部４ａに表示される。
【００８４】
　記録媒体読み書き部１１１は、メイン制御部１１２の制御に従い、図４に示すＡＶＩフ
ァイル３０のストリームデータ３３ａに情報ストリーム４３ａと同様の情報ストリームの
領域を設け、この情報ストリームの領域に挿入長を示す挿入長情報のデータを格納する。
これにより、再生装置１００の表示部１０２ａには、図１０（ａ）～図１０（ｃ）に示す
ような重力情報及び挿入長情報が表示された内視鏡画像が表示される。
【００８５】
　図１１は、先端部の重力方向と挿入長との関係について説明するための図である。
【００８６】
　検査者が被検体として配管の検査を行うことがある。配管の腐食は、配管の下側に発生
することが多いため、検査者は、側視型の内視鏡装置を用いて、配管の下側の内視鏡画像
を取得する。しかしながら、長尺な挿入部２を被検体に挿入していくと、挿入部２の先端
部２ａが回転し、配管の上側を撮影してしまうことがある。
【００８７】
　本実施の形態では、ＡＶＩファイル３０から挿入部２の先端部２ａの重力方向及び挿入
長に関する情報の取得が可能となる。即ち、図１１（ａ）及び（ｂ）に示すように、重力
方向ｘ及びｙからなる２次元平面における挿入部２の先端部２ａの重力方向の情報と、挿
入長ｚ方向における挿入部２の先端部２ａの挿入長の情報との取得が可能となる。これら
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たものなのかを特定する３次元座標情報として使用することができる。そして、これらの
３次元座標情報によって特定された内視鏡画像を組み合わせることにより、被検体の三次
元構造をマップ化することが可能となる。
【００８８】
　これにより、例えば、側視型の内視鏡装置で配管の上側を撮影している等、被検体のど
の位置で検査漏れが発生しているかを検査者は認識することができる。この結果、検査者
は、内視鏡装置１ａを用いて先端部２ａの重力方向及び挿入長に関する情報を取得するこ
とにより、再検査を実施する際に、より正確にかつ容易に挿入部２の先端部２ａを所望の
位置まで到達させることができる。
【００８９】
　なお、本明細書における各フローチャート中の各ステップは、その性質に反しない限り
、実行順序を変更し、複数同時に実行し、あるいは実行毎に異なった順序で実行してもよ
い。
【００９０】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【００９１】
　１…内視鏡装置、２…挿入部、２ａ…先端部、３…本体部、４…表示装置、４ａ…表示
部、５…操作部、６…撮像素子、７…重力方向検出部、１１…画像処理部、１２…重力信
号処理部、１３…グラフィック生成部、１４…画像合成部、１５…記録媒体読み書き部、
１６…メイン制御部、１７…記録媒体、１８…根元部、１９…挿入長検出部、２０…挿入
長信号処理部、２２ａ～２２ｃ，２３ａ～２３ｃ…インジケータ、３０…ＡＶＩファイル
、５０…検査レポート、１００…再生装置、１０１…本体部、１０２…表示装置、１０２
ａ…表示部、１０３…操作部、１１１…記録媒体読み書き部、１１２…メイン制御部、１
１３…グラフィック生成部、１１４…画像合成部。
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